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次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
十
九
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
自
然
保
護
課
）　
　

一

〇
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
） 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定 

（
薬　

務　

課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定 
（
用　

地　

課
）　
　

二

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方

　

の
決
定 

（
震
災
復
興
推
進
課
）　
　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
十
九
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
１
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

直
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

古
川
星
陵
病
院

大
崎
市
古
川
南
町
三
丁
目
一
番

三

－

五
号

平
成
二
十
八
年
十
月
三

十
日

平
成
三
十
一
年
十
月
二

十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日
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〇
四
一
〇
三
〇
〇
二
一
四

ア
ミ
カ
塩
釜
介
護
セ
ン

タ
ー
塩
竈
市
玉
川
二
丁
目
二

－

十

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
Ｈ
Ｃ

Ｍ

平
成
二
十
八
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
二
一
〇
一
二
二

ゆ
め
の
樹

柴
田
郡
柴
田
町
剣
崎
一

丁
目
二
番
一
号

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
ゆ
め

の
樹

平
成
二
十
八
年

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

 　

化
学
名　

Ｎ

－

（
二

－

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

－
二

－

メ
ト
キ
シ

－

Ｎ

－

（
一

－

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン

－

四

－

イ
ル
）
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｏ
ｃ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｉ
ｌ
又
は
Ａ

－

３
２
１
７
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日　

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
吉
田
浜
字
寺
山
一
三
の
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の

認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

登
米
市

二　

事
業
の
種
類　

登
米
市
立
米
谷
病
院
建
設
事
業

三　

起
業
地

　

１　

収
用
の
部
分　

宮
城
県
登
米
市
東
和
町
米
谷
字
元
町
地
内

　

２　

使
用
の
部
分　

な
し

四　

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

　
　

次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

１　

第
一
号
要
件 　

登
米
市
立
米
谷
病
院
建
設
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
地
方
公
共
団
体
（
登

米
市
）
が
設
置
す
る
病
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
四
号
に
該
当
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

２　

第
二
号
要
件 　

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
登
米
市
は
、
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
本
件
事
業
に
係
る
予
算
措

置
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
判

断
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

３　

第
三
号
要
件

　
　

㈠　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
に
つ
い
て

　
　
　

 　

本
件
事
業
は
、
登
米
市
が
平
成
二
十
四
年
二
月
に
策
定
し
、
平
成
二
十
六
年
一
月
に
「
第
六
次
宮
城
県
地
域

医
療
計
画
」
の
方
向
性
を
踏
ま
え
て
改
訂
し
た
「
第
二
次
登
米
市
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
の
中
で
、
登
米
市
民
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病
院
を
中
心
に
豊
里
病
院
と
米
谷
病
院
の
二
病
院
が
療
養
機
能
を
担
い
支
え
る
体
制
で
三
病
院
の
機
能
分
担
を

明
確
に
し
、
米
谷
病
院
は
一
般
病
床
に
療
養
病
床
を
付
加
し
た
適
正
規
模
の
療
養
型
病
院
と
し
て
整
備
す
る
も

の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
事
業
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
に
登
米
市
が
策
定
し
た
第
二
次
登
米
市
総
合

計
画
の
基
本
計
画
の
基
本
政
策
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

 　

現
病
院
は
昭
和
五
十
三
年
に
建
設
さ
れ
て
以
来
、
増
改
築
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
の
医
療
需
要
に

対
応
し
て
き
た
が
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
も
あ
り
、
避
難
経
路
の
幅
員
不
足
、
水
道
配
管
か
ら
の
漏
水
、
病

室
数
と
病
室
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
に
よ
る
患
者
の
感
染
症
発
生
が
危
惧
さ
れ
る
な
ど
、
施
設
の
老
朽
化
、
狭
隘
化

が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
来
院
患
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
に
よ
り
、
病
院
の
隣
接
地
へ
駐
車
す
る

車
両
が
多
数
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
交
通
安
全
上
も
危
険
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
登
米
市
内
で

療
養
病
床
を
有
す
る
豊
里
病
院
が
常
時
ほ
ぼ
満
床
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
急
性
期
治
療
の
終
了
後

に
、
療
養
病
床
を
有
し
た
遠
隔
地
の
民
間
病
院
へ
転
院
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
な
ど
、
患
者
の
家
族

の
精
神
的
及
び
経
済
的
負
担
も
増
大
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　
　
　

 　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
現
病
院
が
抱
え
て
い
た
施
設
の
老
朽
化
、
狭
隘

化
の
解
消
、
来
院
患
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
不
足
へ
の
対
応
が
可
能
と
な
り
、
耐
震
性
を
は
じ
め
と
し
た
十
分
な

防
災
能
力
を
新
病
院
は
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。

　
　

㈡　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て

　
　
　

 　

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年

宮
城
県
条
例
第
九
号
）
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
が
義
務
付
け
ら
れ
た
事
業
に
は
該
当
し
て
い
な
い
。

　
　
　

 　

そ
の
た
め
、
環
境
分
野
に
お
け
る
既
存
資
料
の
調
査
に
加
え
、
宮
城
県
（
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
）
に
対

し
、
本
件
起
業
地
及
び
周
辺
地
に
お
け
る
希
少
野
生
動
植
物
情
報
提
供
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
本
件

起
業
地
を
含
む
登
米
市
東
和
町
米
谷
地
区
に
は
、
宮
城
県
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
等
に
掲
載
の
あ
る
、
哺
乳
類
、
鳥
類
、

両
生
類
、
淡
水
魚
類
の
希
少
野
生
動
物
全
十
六
種
の
生
息
・
目
撃
情
報
が
あ
る
旨
の
回
答
を
得
た
。
そ
の
情
報

を
、
本
件
起
業
地
の
近
傍
を
通
過
す
る
一
般
国
道
四
十
五
号
三
陸
縦
貫
自
動
車
道
建
設
時
の
環
境
影
響
評
価
書

中
の
現
地
調
査
結
果
と
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
起
業
地
の
東
側
及
び
南
側
約
一
㎞
付
近
で
、
準
絶
滅
危
惧
種

の
鳥
類
（
猛
禽
類
）「
ハ
イ
タ
カ
」
と
「
チ
ョ
ウ
ヒ
」
の
ほ
か
、
要
注
目
種
の
鳥
類
で
あ
る
「
マ
ガ
ン
」
の
計

三
種
の
飛
翔
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
件
起
業
地
は
市
街
地
で
あ
り
、
周
辺
地
も
河
川
堤
防
と
住
宅
地
域

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
営
巣
地
が
存
在
す
る
環
境
に
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
起
業

者
と
し
て
は
、
今
後
の
工
事
施
工
に
あ
た
り
、
飛
翔
、
営
巣
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
影
響
を
最
小
限
と
す

る
工
事
範
囲
の
見
直
し
や
重
機
類
の
変
更
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　

 　

ま
た
、
本
件
起
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
規
定
す
る
周
知

の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
存
在
し
な
い
。

　
　
　

 　

さ
ら
に
、
本
件
起
業
地
の
約
九
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
現
病
院
敷
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に

よ
る
起
業
地
を
含
む
周
辺
地
域
に
与
え
る
土
地
利
用
上
の
影
響
は
少
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
起

業
者
は
、
本
件
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て
、
工
事
施
工
業
者
に
対
し
て
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
九
十
七
号
）
や
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
な
ど
関
連
す
る
法
律
に
定
め
る
規
制

基
準
を
遵
守
し
た
施
工
計
画
を
提
出
さ
せ
、
周
辺
住
民
の
安
全
及
び
安
心
に
努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　

㈢　

事
業
計
画
の
合
理
性
に
つ
い
て

　
　
　

 　

新
病
院
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
内
に
お
け
る
同
程
度
の
規
模
の
自
治
体
病
院
と
の
比
較
に
よ
る
算
定
を
参
考

に
一
病
床
当
た
り
の
床
面
積
を
算
出
し
、
一
般
病
床
数
に
つ
い
て
は
現
米
谷
病
院
の
過
去
数
年
間
の
平
均
利
用

率
、
療
養
病
床
数
に
つ
い
て
は
現
在
療
養
病
床
を
有
し
て
い
る
豊
里
病
院
に
お
け
る
平
均
在
院
日
数
等
を
踏
ま

え
病
床
数
等
を
算
出
し
て
い
る
。
内
部
の
規
格
等
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

及
び
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
に
準
拠
す
る
計
画
と
し
て
い
る
。
駐
車
場
に

つ
い
て
は
、
外
来
診
療
の
主
な
受
付
時
間
帯
中
に
一
日
の
来
院
患
者
の
約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
集
中
し
、
受
付

後
、
診
療
、
調
剤
、
会
計
ま
で
駐
車
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
一
部
、
午
後
受
付
の
あ
る
小
児
科
や

予
約
診
療
の
患
者
数
が
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
見
込
ま
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
算
出
し
た
必
要
な
駐
車
台
数
を
基

に
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
事
業
は
、
登
米
市
が
策
定
し
た
「
登
米
市
立
米
谷
病
院
整
備
基

本
計
画
」
中
で
現
在
地
を
含
め
新
病
院
の
建
設
が
可
能
な
一
団
の
土
地
と
し
て
検
討
し
た
複
数
の
建
設
候
補
地

間
の
比
較
を
経
て
、
現
病
院
が
位
置
す
る
登
米
市
東
和
町
米
谷
字
元
町
地
内
に
お
い
て
、
現
病
院
敷
地
の
拡
張

に
よ
る
建
替
え
に
絞
り
、
そ
の
中
で
も
さ
ら
に
複
数
の
隣
接
地
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
行
い
、
土
地
利
用
に
与

え
る
影
響
、
経
済
性
を
始
め
、
総
合
的
に
最
も
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
申
請
案
を
選
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
選
定
は
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　

㈣　

比
較
衡
量
に
つ
い
て

　
　
　

 　

㈠
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
㈡
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の

施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
と
も
に
、
㈢
で
述
べ
た

と
お
り
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

４　

第
四
号
要
件

　
　

㈠　

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
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施
設
の
老
朽
化
や
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
平
成
十
八
年
に
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

四
階
建
て
の
一
般
病
棟
が
使
用
中
止
と
な
り
、
東
日
本
大
震
災
後
に
は
病
棟
を
解
体
、
一
般
病
床
数
は
百
三
十

三
床
か
ら
現
在
の
四
十
九
床
へ
の
減
床
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
３
㈠
で
述
べ
た
と
お
り
、
交
通
安

全
上
も
危
険
な
状
況
に
あ
る
。

　
　
　

 　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
、
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　

㈡　

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性
に
つ
い
て

　
　
　

 　

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

 　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

五　

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
医
療
局
経
営
管
理
部
企
画
課
（
登
米
市
立
登
米
市
民
病
院
内
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
七
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

小
野　

栄
一

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

清
野　

栄
二

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

阿
部　

亀
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

栗
村　

甚
蔵

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

佐
々
木　

芳

雄

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

菅
原　

勇
治

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

齋
藤　

善
助

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
五
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

有
川　

菊
治

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

関
内　

褜
藏

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
五
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

近
江　

清
八

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
六
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

松
尾　

幸
作

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
八
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

庄
司　

文
弥

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

早
坂　

泰
治

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

梁
川　

三
喜

治

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

三
浦　

亀
三

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

塚
本　

六
郎

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
三
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

紺
野　

寿
作

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
三
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

佐
藤　

繁
幸

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

鈴
木　

徳
一

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
四
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

吉
野　

留
治

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

目
黒　

養
助

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

前
田　

清

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
九
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

伊
藤　

万
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

佐
藤　

嘉
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
二
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

佐
藤　

徳
治

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

花
輪　

傳
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
七
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

下
田　

清
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

伊
藤　

俊
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
七
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

芦
立　

久
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
四
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

小
田
島　

勇

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
六
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

金
野　

久
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

大
石　

萬
兵

衛

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

梶
村　

軍
次

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

横
山　

貞
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

齋
藤　

辰
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

小
山　

猛

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

津
田　

正
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
八
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
二

十
五
日

浅
野　

澤
次

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
五
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
年
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
八
年
度
震
災
復
興
広
報
強
化
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
推
進
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
河
北
ア
ド
・
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市
青
葉
区

五
橋
一
丁
目
一
番
十
号

五　

契
約
金
額　

三
千
三
百
九
十
九
万
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
化
粧
坂
七
十
四
番
一
の
一

部
、
七
十
四
番
二
、
七
十
四
番
三
、
七
十
五
番
三
、
七
十

四
番
二
十
二
の
一
部

　

石
巻
市
大
街
道
北
二
丁
目
一
番
十
五
号

 

株
式
会
社
ホ
ン
ダ
カ
ー
ズ
宮
城
北
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